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最新版、富裕層の申告漏れ事例 

 国税庁のホームページには、平成 25事務年度

の所得税調査の件数をはじめ、申告漏れ件数、

申告漏れ所得金額、追徴税額などの状況が公表

されていますが、これとは別に、調査で発覚した

申告漏れ事例が報道発表資料で示されています。 

 

 法人の会長Ａはいわゆる富裕層の部類に入る

資産家で、知人に多額の金銭を貸し付けていま

した。その貸付金の返済は金銭ではなく不動産

による「代物弁済」で対応させていて、Ａはその不

動産を賃貸。賃貸収入が発生していたわけです

が、その収入に関して申告しませんでした。さら

に、国外のファンド会社で資産運用をしていたの

に、こちらも申告漏れでした。 

 

 また、知人と共同出資で海外に貿易会社を設

立した会社役員Ｂのケースがありました。Ｂは日

本で業務をしており、その貿易会社は取引に関

する利益を留保するだけの事業実態のないペー

パーカンパニー。業務をしている日本での収入と

して国内で所得を申告するべきだったが申告をせず、

さらに、その貿易会社から受け取っていた「役員報酬」

を申告しませんでした。 

 

 消費税逃れも発覚しています。外壁工事請負事業

者Ｃは、免税点制度を悪用していました。課税期間に

掛かる基準期間（個人事業者の場合はその年の前々

年）の課税売上高が１千万円以下の場合は、課税期

間の納税義務が免除されますが、Ｃは、工事の売上を

意図的に除外した所得税の確定申告書を提出。除外

しなければ毎年１千万円を超えていたにもかかわらず、

所得の調整で課税を免れていました。 

 

船場経済倶楽部 

(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

yasukouchi@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

yasukouchi@skc.ne.jp 


